
特徴 資格要件 受付期間 備考

第１次
試験

教養試験
(テストセンター)

第２次
試験

面接

総合土木 高校又は大学等で主として土木に関する科目を修めて卒業した人、若しくは、土木に関する分野で４年以上の実務経験を有する人

造園 高校又は大学等で主として造園に関する科目を修めて卒業した人、若しくは、造園に関する分野で４年以上の実務経験を有する人

建築

以下のいずれかに該当する人
・高校又は大学等で主として建築に関する科目を修めて卒業した人
・一級又は二級の建築士の免許を有する人
・建築設備士の資格を有する人
・建築に関する分野で４年以上の実務経験を有する人

総合電機
（電気）

高校又は大学等で主として電気に関する科目を修めて卒業した人、若しくは、電気に関する分野で４年以上の実務経験を有する人

総合電機
（機械）

高校又は大学等で主として機械に関する科目を修めて卒業した人、若しくは、機械に関する分野で４年以上の実務経験を有する人

総合農学
（農業土木）

高校又は大学等で主として農業土木に関する科目を修めて卒業した人、若しくは、農業土木に関する分野で４年以上の実務経験を有する人

総合農学
（農学）

高校又は大学等で主として農学に関する科目を修めて卒業した人、若しくは、農学に関する分野で４年以上の実務経験を有する人

林学 高校又は大学等で主として林業に関する科目を修めて卒業した人、若しくは、林業に関する分野で４年以上の実務経験を有する人

化学 高校又は大学等で主として化学に関する科目を修めて卒業した人、若しくは、化学に関する分野で４年以上の実務経験を有する人

学芸員
（考古学）

次のア及びイのいずれにも該当する人
　ア 学校教育法による大学（大学院を含み、短期大学を除く。）において考古学、歴史学等を専攻し、卒業（修了）した人で、①埋蔵文化財の
　　　調査・研究・活用等、又は②文献史料を用いた古代史研究についての知識及び経験を有する人
　イ 学芸員資格を有する人

薬剤師 薬剤師免許を有する人

獣医師 獣医師免許を有する人

保健師 保健師免許を有する人

社会福祉職
（保育士）

保育士資格を有する人

社会福祉職
（児童指導員）

児童指導員の任用資格を有する人

社会福祉職
（児童福祉司）

児童福祉司の任用資格を有する人

社会福祉職
（社会福祉主事）

社会福祉主事の任用資格を有する人

心理
学校教育法による大学（短期大学を除く。）において、心理学の専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した人、若しくは、心理に関する分野で４年以上の
実務経験を有する人

ー 試験
任期は最長1年度
（勤務実績により再度任用あり）

次に掲げる手帳等（選考日当日において有効であるものに限る。）の交付を受けている者
　ア　身体障害者手帳又は都道府県知事の定める医師（以下「指定医」という。）若しくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有
　　する旨の診断書・意見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、指定医による
　　ものに限る。）
　イ　都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者
　　職業センターによる知的障害者であることの判定書
　ウ　精神障害者保健福祉手帳
※上記の手帳等は、採用予定日において有効であることが必要です。（採用予定日において有効でない場合は、合格後であっても採用されません。）

試験

任期は最長1年度（勤務実績により再
度任用あり）
希望により週４日（週３１時間）または
週５日（週３０時間）勤務を選択するこ
とも可能

● 試験日及び受験資格の詳細等については、各試験の試験案内でご確認ください。

● 上記以外の育児休業代替任期付職員の資格職については、必要に応じて募集します。

● 育児休業代替任期付職員以外の任期付職員については、必要に応じて募集します。

● 上記以外の会計年度任用職員の募集については、必要に応じて募集します。

本務職員の育児休業請求期間に応じ
て採用者ごとに任期を決定
※おおむね６か月以上３年未満

令 和 ８ 年 度　奈 良 県 職 員 採 用 試 験 実 施 計 画（任期のある職員）

試験の種類 試験種目

事務 ー
実施時に公表す
る試験案内をご
確認ください。

本務職員の育児休業請求期間に応じ
て採用者ごとに任期を決定
※おおむね６か月以上３年未満

書類選考

面接

育
児
休
業
代
替
任
期
付
職
員

技術・資格

＼💡POINT💡／

育児休業職員の代替として、本務者の育児休業期間を任
期の限度として勤務する職員で、任期に定めがあること
や、育児休業や育児短時間勤務をすることができないこ
と以外は、任期の定めのない職員と同等の職務に従事。
年齢制限なし。

随時

第１次
試験

第２次
試験

会
計
年
度
任
用
職
員

事務補佐

＼💡POINT💡／

常勤職員の事務を支援する業務に従事。
年齢制限なし。

実施時に公表す
る試験案内をご
確認ください。

面接、パソコン試験
（予定）

事務補佐
(障害のある方)


